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午前１０時 開会 

○谷委員長 おはようございます。委員各位におか

れましては、早朝より御参集いただきましてまこ

とにありがとうございます。 

 ただいまから平成30年度予算審査特別委員会を

開会いたします。 

 本日の案件につきましては、本会議において本

特別委員会に付託されました議案第８号「平成30

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）」

から議案第14号「平成30年度泉南市水道事業会計

補正予算（第１号）」までの以上７件について審

査いただくものでございますので、委員各位にお

かれましては、よろしくお願いをいたします。 

 なお、本特別委員会に付託されました議案につ

きましては、本日委員会付託事件一覧表としてお

手元に御配付しておりますので、御参照いただき

たいと思います。 

 それでは、議案の審査に先立ち、理事者から挨

拶のため発言を求めておりますので、許可をいた

します。 

○竹中市長 おはようございます。委員長のお許し

をいただきましたので、平成30年度予算審査特別

委員会の開会に当たりまして一言御挨拶を申し上

げます。 

 谷委員長を初め委員の皆さん方には、日ごろか

ら市政各般にわたり深い御理解と御協力を賜って

おりますことに対しまして、厚く御礼を申し上げ

ます。 

 さて、本日の委員会は、さきの本会議において

本委員会に付託されました議案第８号、「平成30

年度大阪府泉南市一般会計補正予算（第４号）」

から議案第14号までについて御審査をお願いする

ものでございます。 

 何とぞよろしく御審査いただきまして御承認賜

りますようお願い申し上げまして、簡単でござい

ますけれども、挨拶とさせていただきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○谷委員長 なお、本日会議の傍聴の申し出がござ

います。傍聴の取り扱いについて、この際御協議

いただきたいと思います。 

 会議の傍聴につきまして、御意見等ございませ

んか。――――それでは、傍聴者の入室を許可い

たします。 

 〔傍聴者入室〕 

○谷委員長 これより議案の審査を行いますが、議

案の内容につきましては、本会議において既に説

明を受けておりますので、これを省略し、質疑か

ら始めたいと思います。これに御異議ございませ

んか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって審査の

方法については、提案理由並びに内容の説明を省

略し、質疑から始めることと決定いたしました。 

 それでは、これより議案の審査を行います。 

 初めに、議案第８号「平成30年度大阪府泉南市

一般会計補正予算（第４号）」を議題とし、質疑

を行います。質疑はございませんか。 

○大森委員 この補正予算というのは、大阪北部の

震災を受けていろんな対策がとられていると思う

んですけれども、この時点よりもっとというか、

21号の台風が来て、新たに補正を組まれたという

ことなので、21号の台風の状況を見ると、これか

らますますまだ防災の対策とか、それから今回台

風の影響で被害を受けたところの対応とかの予算

が、どんどん必要になってくるというふうに思う

んですけれども、その点はどう考えておられるの

か。 

 今回の台風でいえば、やっぱり市長を初め、職

員の皆さんが不眠不休で対応したということは、

もう明らかで、僕らも見ていて頭が下がる思いな

んですけれども、ただ、マンパワーの不足ですね、

やっぱり、人が減っていることとか。それから財

政上の問題もあっただろうし、そんなに大きな被

害はないだろうというようなことで、防災対策の

そういう、防災に対する認識が不十分であったり、

そういう対策が十分とれていなかった問題とか。 

 それから、やっぱり財政難なんかを理由にされ

て、老朽施設なんかが放置されていって、公共施

設の被害がたくさんあったと。そういうところで

は、やっぱり市民から見れば、震災前の様子、い

ろんな市の全体から見れば、こともあって市民か

ら見れば後手後手に回っていたというふうな印象

は、拭えない部分があるので、それをやっぱり解

決していくような。職員のためじゃなくて、これ
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からの防災を考える上で大事なことだというふう

に思います。 

 あと１ついえば、関電なんかのこともありまし

たので、関電のそういう、市とは関係ないところ

での被害に関して、どんなルートで対応していく

かということも、考えていかないかんというふう

になるんですけれども、そういうふうな予算の組

み方をこれからしていくことが大事だと。 

 そのためには、やっぱり防災に関する予算をも

う財政云々とか言わずに組んでいくと。そのため

には、国や府の補助金も引き出すし、自主財源も

つくっていくし、それから無駄な予算はどんどん

やっぱり削っていくということも、無駄というか

不要不急というか、命や暮らしのことを大事にす

る予算を優先していくというような立場の予算の

組み替えというか。今までそれをしてきましたと

言うかもしれませんけれども、やっぱりこの結果

を見れば、被害の大変さを見れば、そうはなって

いなかったんだと、不十分だったということだと

思うんです。その点はどんなふうに考えておられ

るのか。 

 そういう立場で、具体的に予算の中身について

お聞きしたいんですけれども、電算委託料の増額

ということで予算を組まれていますけれども、こ

れはマイナンバーの分だと思うんですけれども、

これも何度も質問していますけれども、やっぱり

利用者がふえていない。それからもう莫大な費用

がかかっているけれども、そない利用者がふえて

いない点とか考えれば、やっぱりもう端的に言う

たら、やめるべきだったと、プライバシーの問題

とかいろんな問題を考えれば。 

 今回は、この予算については、歳出の分はもう

国からの予算で全額出ていますので、削減という

ところまではいかないけれども、削除せえという

ところまではいきませんけれども、もう本当にマ

イナンバーにかかわるような予算で、国に対して

も市が予算を組むときでも、やっぱりこんな予算

よりは、防災対策の予算を、こんな予算と言うた

らちょっとよくないかもしれませんけれども、こ

ういう今緊急避難、緊急的な防災ということに取

り組まなあかん時点では、マイナンバーもそんな

ふうな対応が必要じゃないかというふうに思うの

で、お願いいたします。 

 それと、幾つか学校関連のブロック塀なんかの

予算が上がっていますけれども、これは、この平

成30年度の予算に組まれたものと、それからさき

に可決した緊急で組んだ予算のものとありますけ

れども、それ以外でも平成31年度にまだ回さなあ

かんようなものがあるんですよね、多分。 

 説明では、僕の理解ではそんなふうになってい

るんやけれども、例えば新家小学校の市道側のブ

ロック塀とかいうのは、平成31年度以降の改修の

予定になっていると思うんやけれども、こんなも

のちょっと前倒しでできないのか、すべきだと思

うんですけれども、そんな点どう考えているのか。 

 それとあと、個人のブロック、これはもう予算

が全然上がっていません。何か検討中やというお

話は聞いていて、一般質問のときの聞き取りでは、

そんな話をお聞きしているんですけれども、もう

他市では早くから個人のブロック塀に対しても、

建設に対しても補助金を出しているわけですよ。 

 こういうやつについては、今回出されていませ

んけれども、どんなふうな形で進めていくつもり

なのか、答えてください。 

 それと、泉佐野市が住宅改修について10万円を

出すという話も出ていて、これは結構広がってい

ますよね。泉佐野市に聞けば、水害があったとき

に何年か前ですか、数年前に水害があったときに

見舞金で出したと。そういうのがあるから、その

経過もあって、今回同レベルの被害には10万円と

いう形になったというふうにお聞きしています。 

 そういう経過があって、これはもう財政上の問

題があって、他市には余りまだ広がっていないよ

うですけれども、これも大事なことで、泉佐野市

はああやってしてくれるのに、泉南市はどうなっ

ているのかという声がやっぱり上がってきますの

で、これもできるだけ市も一部損壊の人にも住宅

改修が必要な人にも、何らかの形で補助を支援す

るような形を検討していく必要があると思うので、

その点どう考えておられるのか。 

 それと、エアコン設置の署名がもう１万前後集

まったという話をお聞きしていて、これも一般質

問の聞き取りのときには、エアコン設置に向けて

国の補助金に手を挙げたと。10校ともやるつもり
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で進めていくというお話がありましたけれども、

一般質問がなかったので、それ以後の経過はちょ

っとわからないので、それについてお答えをして

もらいたいということです。 

 この予算に絡めて聞くというのは、来年の夏ま

でにエアコンを設置しようと思ったら、この議会、

遅くとも12月議会までには、設計委託の予算を提

出する必要があると思うので、９月になかった。

それでもう１つの緊急の予算にも出されなかった

と。やっぱり12月に向けて、そういうエアコン設

置のための予算、設計予算なりも組んで進めてい

くのか、どういう計画にされているのか、その点

についてお答えください。 

○谷委員長 以上でよろしいですか。（「はい」の

声あり） 

○竹中市長 まず、災害に対しての補正予算等につ

いての今後どうする、どう考えていくかというこ

とでございますけれども、今回は、災害が発生し

て１週間後に緊急の予算として補正予算を提案さ

せていただきました。可決承認をいただいた上で、

迅速にその予算を執行して、復旧に向けて動いて

いきたいというふうには思っております。 

 ただ、すぐに把握できるものとしてちょっと調

査した上で補正予算を組んだものでございまして、

まだまだ十分に被災状況というのは把握できてご

ざいません。これからまた細かいところまで精査

した上、やっていきたいというふうには思ってお

ります。 

 したがいまして、前回の補正予算で十分かとい

うと、それはちょっといささか疑問なところもご

ざいます。これもまた精査した上で、改めて必要

な金額についての補正等を行っていきたいという

ふうに思っております。 

 それから、関電の停電についてでございますけ

れども、これは関西電力のほうに停電してすぐに

連絡とっても、なかなか我々から連絡をとっても

つながりませんでした。実際のところ、どういう

んですかね、電話が満杯になってパンクしたよう

な状態になっていたんじゃないかというふうに思

います。 

 ３日たって、ほかの市は徐々に停電の件数が減

っているにもかかわらず、泉南市の停電件数が余

りにも減っていなかった。全体に比較して、割合

として停電の解除、通電している家の数が少なか

ったということがありましたので、直接私は関電

のほうに行きまして、その原因、どないなってい

るんやと。今後の対応はどう考えているのかとい

うことで、お伺いに行きました。 

 そのときにはようやく、中国電力のほうからの

応援をいただいたということで、そして実際のと

ころは、作業をしている部隊と総括している部隊

の連携がしっかりとできていなかったというのが、

一番大きな原因だったというふうに思います。 

 中国電力が応援に来てくれた。そして、他地域

の被害の少なかったところが復旧してどんどん南

のほうに来てくれたということで、その後は急激

に進みまして、金曜日のうちには、あらかた８割

ぐらいですか、通電された。土日にはもうほぼ全

域、ちょっと残ったところはありましたけれども、

そういう状況で、４日目ぐらいからはかなり進展

をしていったという状況でございます。 

 これにつきましては、大阪府の市長会も通じて、

その辺、行政との連携をしっかりできるようにと

いうことで、市長会から関電のほうにも要望して

いくという方向になってございます。 

 それから、泉佐野市の住宅改修補助でございま

すけれども、あの制度を見させていただきますと、

多分うちで置きかえると１億数千万要るんじゃな

いかというふうに思います。となりますと、とて

もじゃないですが、本市の財政においては、やり

がたい、同じような制度というのは、やりがたい

というふうに思っております。 

 今現在、本市にある見舞金制度というのは、そ

の活用はさせていただきますけれども、泉佐野市

と同じような制度というのは、今回のではちょっ

と難しいというふうに思っております。 

 ほかの件につきましては、担当課から答えさせ

ていただきます。 

○桐岡教育総務課長 ブロック塀につきましては、

今回補正を上げさせていただいております小学校

３件、中学校１件を上げさせてもらっております。 

今回は緊急度の高いものという形で、率先して改

修をしていくという方針のもと、控え壁がないも

の、通行量が多い道に沿ったもの、ぐらつき、ひ
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び割れがあるものをピックアップさせていただき

まして、今回補正を上げさせてもらっております。 

 それ以外のものにつきましては、現在国の環境

改善交付金のほうを申請しておりまして、その部

分で、全ての小学校の部分の申請をしております

ので、その採択の状況を見まして、改修のほうに

取り組んでいきたいと考えております。 

 それともう１点、エアコンの近況でございます

けれども、文部科学省のほうの学校施設環境改善

交付金のほうに10校全て申請しておりまして、文

科省のほうも2019年度の予算のほうで約2,400億

円の増額の要望をしているというような情報は出

ておりますけれども、さらに先日、国のほうから、

今年度2018年度の予算についても、積極的に来年

度の夏、小・中学校の設置を目指して補正の検討

をしていくというような情報がありましたので、

本市につきましても、その国の動向を注視しなが

ら、本市の整備についての検討を進めていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○市川都市政策課長 私のほうからは、民間ブロッ

ク塀の安全対策として、撤去に関する補助等は検

討しているかということで、お答えさせていただ

きたいと思います。 

 大阪府北部地震の発災後、大阪府下の関係市町

村が集まりまして、震災対策関連市町村連絡会議

を行ってまいりました。その中で、各市町村と情

報を共有して、国庫補助事業や府費の補助事業に

ついて御説明を受けてまいりました。 

 現在、泉南市のほうでは、民間建築物に対する

耐震診断設計改修という事業を行っておりまして、

これに充当しております国庫補助金を、民間ブロ

ック塀撤去等に使用することも可能という御説明

を受けております。 

 ただし、民間に対する耐震関係の補助金は、国

が２分の１、大阪府が４分の１、市が４分の１の

負担割合でございます。 

 現在大阪府のほうでも、民間ブロック塀に対し

て４分の１の補助金を出すか出さないからという

のを、大阪府の府議会のほうでも御審議されてお

りますので、それが可決されますと、大阪府のほ

うでも４分の１を出していただけるという状況に

なります。 

 今年度泉南市の耐震関係の補助金の利用状況は、

余り芳しくございませんで、結構まだお金が残っ

てございます。 

 一方で、北部地震の後、ブロック塀の問い合わ

せがさまざまな課に、おおむね十数件あったと聞

いてございます。ということで、今回は予算計上

済みの耐震関係の補助金を活用しまして、民間ブ

ロック塀撤去に関する補助を施行させていただき

たいというふうに考えてございます。 

 現在、補助の対象範囲、補助内容について制度

設計をしておりまして、早急に公表する予定にし

てございます。本日も大阪府のほうと岸和田管内

でブロック塀に関する会議がございまして、10月

にも府下一斉のブロック塀会議というのがござい

ますので、その中で対応について検討してまいり

たいと思っております。 

 泉南市としても、とりあえず耐震で従前から予

算化されてございますものを少し使いまして、早

ければ10月中ぐらいから民間ブロック塀に対する

補助について公表をしてまいりたいと考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○高山市民課長 私のほうから、マイナンバーカー

ドについてお答えします。 

 今回の予算は、女性が活躍するための改修、マ

イナンバーカードや住民票に旧姓の表記、それを

するための改修となっております。また、これに

ついては、おっしゃるように10分の10の補助金と

いうこともありますし、国が進める事業でもあり

ますので、市としても進めていきたいと考えてお

ります。 

 以上です。 

○大森委員 関電の件ですけれども、市長はもう関

電に申し入れされて、市長会も要望を上げている

ということなんですけれども、松井知事がヨーロ

ッパに行かれる前に、市町村からの要望を受けて

関電に対応を速やかにするように申し入れを行っ

たという記事を読んだんですけれども、僕もあれ

を見て思ったんですけれども、やっぱりもっと早

く知事が動いてほしかったなと。 

 市長会の要望というのは知事宛てなんですかね、
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国宛てなんですかね、ちょっとよくわからないん

ですけれども、日常ふだんから泉南市長とか各自

治体の市長が、衛星都市の市長が関電とつながり

を持つというようなことは、まずないので、大阪

市長とか大阪府もどうなんですかね、関電の株を

持っているのかどうか知りませんけれども、やっ

ぱりこういうことを知事が先頭になって解決して

もらうようなことも含めて、関電については強く

思いましたね。 

 それとあと、府営住宅の対応も府が何か全然や

ってくれなかったという話を聞いているんですけ

れども、その点何かも、もう少し府の対応を要望

すべきじゃなかったのかと。 

 それから、各会派代表者会議の中でもちょっと

議論になったみたいですけれども、出なかったの

で、ちょっとわからなかったんだけれども、南部

防災拠点の活用のことについても、府の対応がど

うだったのか、市の対応はどうだったのか、そう

いうことも機動的に働くような府に対する常日ご

ろそういう耐震、防災の考え方と、泉南市の予算

の組み方ということについて、ちょっと考えをお

聞かせください。 

 それと、泉佐野市も10億円ぐらいになるのと違

うかというて言われていました。向こうはふるさ

と納税の部分の予算もあるから、それからあと定

住促進の予算なんかもやっぱり活用しながらやる

と。 

 ただ、金額もどれぐらいまでになるかわからへ

んからというふうなことも言うていましたけれど

も、過去の経過があるのです。でも基本的にはも

ういいことなんで出すという方向ということを言

うていましたけれども、泉南市の場合も、さきの

民間ブロック塀のやつでは、耐震関係の予算がま

だ余っているのでそっちに回すというような形で

進めていくんやというふうに言うていたけれども、

泉南市でもいろんな定住促進のための予算とか、

そういう活用できるような予算を考えていって、

金額は少なくても、やっぱり一部被災した人には

何とかできないかというようなことも一遍検討し

てもらいたいと思います。 

 それから、いまだに被害の実態で聞くのは、ジ

ェイコムとか、ああいう関係はまだつかないとか

テレビとかラジオ、電話ができないということが

あるので、これ何かの要望も市とするよりは国・

府を通じてやっぱり進めてもらって、これも遅い

ですよね。そういうふうなことも進めておられる

のか、やっていなかったらもうぜひやってほしい

ということで、それについてお答えください。 

 それと、エアコン設置については、もう来年度

夏には設置すると。もう遅くとも夏休み中には工

事をして、９月から間に合うとか、前も中学校の

中３のエアコンをつけたときに、無理やと言うた

けれども、市も業者も頑張ったんやと思うんやけ

れども、ゴールデンウイーク中にエアコンを全部

設置して、夏に子どもたちが喜んだという経験が

ありますので、とにかくもう早く、国の補助も出

る可能性があるとおっしゃったけれども、それい

かんにかかわらず、12月までにやっぱり設計の予

算も組んでもろて、来年度、それを逃したらもう

来年度エアコン無理でしょう。その辺の状況も聞

かせてもろて、ちょっと来年度中、できれば遅く

とも夏休み中の設置を目指していけるかどうか、

その点についてお答えください。 

 それから、民間ブロック塀のやつも10月ぐらい

から進めていきたいということですけれども、通

学路の関係での安全対策と絡めては、どんなふう

な対応ができるのか、その点についてお答えくだ

さい。 

 それから、マイナンバーのやつですけれども、

今の普及率というか、配布率というのはどんなん

ですかね。伸び率とか、そんなに進んでいない状

況があるんじゃないかというふうに思うんですけ

れども、ちょっとその辺についてもお答えくださ

い。 

○谷委員長 以上でいいですか。（「はい」の声あ

り） 

○竹中市長 それではまず、府営住宅の件ですけれ

ども、確かにおっしゃるとおり、府営住宅、大阪

府のほうはほとんど動いてくれていませんでした。

実際に市のほうからは水道は断水していなかった

んですが、受水槽まで水がつながっていても、そ

こから高架水槽へ停電のため上げられないという

ことで、大阪府の職員もこっちに来て応援をして

いただいたらよかったんですが、残念ながら来て
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くれなかったので、うちのほうでその辺の配水の

サービスをさせていただいたということでござい

ました。 

 府営住宅、市営住宅、それから一丘団地ほかの

マンション等、給水のサービスはうちのほうでさ

せていただいたということでございます。 

 ちょっと府の動きがなかったので、次に大阪府

で要望の活動ができるような機会があれば、そう

いうところの機会を捉えて、大阪府のほうにはし

っかりと要望していきたいというふうに思ってお

ります。 

 それから、防災拠点の活用ですけれども、今回

防災拠点に置いてある食料等、備蓄の品物を提供

していただきまして、それを市民の皆さんにも提

供させていただいたということでございます。そ

ういう意味では、近くにあって幸いだったかなと

いう部分もございました。 

 それから、情報ネット、携帯３社のエリアメー

ルの活用、それからジェイコムやとかｅｏ光とか、

そういう情報ネット、こういうところの復旧が停

電から大分おくれての動きになったということで

ございまして、その辺のテレビ、インターネット、

使い方によっては電話も使えない状況が長く続い

たということでございましたので、この辺は国に

要望し、総務省を通じての指導をしていただきた

いということで、特に携帯３社のエリアメールに

ついては、事業者ごとにその条件が微妙に違って

いるということもありましたので、その辺の使い

方については統一して、こういう非常時には比較

的行政側として使いやすいような、そういうシス

テムでやっていただきたいということで、今後総

務省を通じての要望ということになろうかという

ふうに思っております。 

 以上です。 

○桐岡教育総務課長 エアコン設置に係るスケジュ

ール感でございますけれども、エアコン設置につ

きましては、その事業方式、それから動力源の種

類によって、当然かかる時間、手をつけるエリア

等が変わってまいりますので、先ほども言いまし

たとおり、国の補助、予算の進捗状況を踏まえま

して、本市のほうでもそれに同調しまして、でき

るだけ早い段階での運用をできるように努めてま

いりたいと考えております。 

 以上です。 

○高山市民課長 マイナンバーカードの普及状況な

んですけれども、全国的には普及率は11.6％、泉

南市につきましては10.8％、これは平成30年７月

31日現在、Ｊ－ＬＩＳが発表した数字なんですけ

れども、全国的にやはり今ちょっと停滞している

ような、余り伸びていない感じにはなっていると

思います。 

 以上です。 

○市川都市政策課長 民間ブロック塀の通学路との

関係、安全対策との関係でございますけれども、

基本的には民間ブロック塀の撤去補助につきまし

ては、現在検討中でございますけれども、基本的

には道路、公園等に面する部分を考えてございま

して、特に通学路に特化した制度にする予定では

ございません。 

 ただ、道路につきましては、いろいろな市の道

路もございますので、その辺詳細について検討し

てまいりたいと思います。 

 今年度は、耐震関係の予算を少し使わせていた

だいて、施行という形でございますので、その利

用状況といいますか、御要望の状況を見て、また

来年度平成31年度予算の本要望が、年明け早々ぐ

らいにございますので、その際にまた要望につい

ては上げてまいりたいと考えてございます。 

 以上でございます。 

○大森委員 職員の不眠不休の活動は、本当に大変

やったと思うんですけれども、それでもやっぱり

残念ながら、特によく頑張ってもらった危機管理

課について言えば、防災放送が聞こえないという

苦情がとても多くて、本当に会う人会う人と言う

たらオーバーかもしれませんけれども、言われる

んですよね。 

 今まで聞いたことなかったのかなとも思うよう

なことも、全然聞こえへんかったという話とか、

子どものお帰りなさいというやつは聞いています

というて、あれも話をしたら、毎日聞いているか

というたら、大体こういう中身やというのはわか

っているので、ふだんは聞き取りにくくて何を言

うているのかわからへんというふうに言われたり

しました。 
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 それから、防災放送は声を大きくしたらハウリ

ングが起こってしまうし、それから、雨が降って

いたらもうどうにも聞こえないし、家の中におっ

て締めていたら聞こえへん場合もあるし、だから、

議会のほうからも広報車を回すような要望が上が

っていて、それなりに動いて回ってもらっていた

んですけれども、まずは大きくはここをちょっと

市民にある程度説明したとか、こんな方向でする

ということをせえへんかったら、次の議論が始ま

れへんというか、何か変な言い方ですけれども、

これに怒ってはって、この話だけ、防災放送の話

だけで終わってしまうみたいなことになるので、

ちょっと早く防災放送について市民の苦情とか対

応とか対策とかについて、どんなふう考えておら

れるのか、お答えください。 

 それから、近隣の市町、これは町だと思うんで

すけれども、台風の後始末は一応終わったと、終

結宣言みたいなのを上げたところがあると聞いた

んやけれども、泉南市のほうはどうなんですかね、

大体どんなスケジュールでいつまでに何を解決し

てとか、それから、これはいついつ、来年度に回

すとかいうようなことでの、一応台風の後始末、

期限的なものはどんなふうに考えておられるのか、

お答えください。 

 それから……。 

 〔「議事進行」の声あり〕 

○梶本委員 台風関係とか、その前の豪雨関係、こ

の前本会議で議案審議されて即決された案件やと

思うんですけれども、今回の第４号についての質

問に限定していただきたいと思うんです。こんな

ん広げたら、時間何ぼあっても足らないと思いま

す。 

○谷委員長 今ほど梶本委員からもありましたとお

り、この平成30年度の予算のところで、大森委員、

質問していただきたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

○大森委員 はい。これで最後なので。それと、エ

アコンですけれども、国の補助金ということなん

ですけれども、補助率もふやすようにやっぱりそ

ういう要望もして、それで場合によっては、来年

度にはエアコン設置が間に合わない可能性もある

ということなんですかね。そんなふうにも聞き取

れて心配なんですけれども、ちょっとその辺につ

いてお答えください。 

 それと、マイナンバーの普及率が、11.6％が全

国平均、それで泉南市が10.8％で、これは中止に

なったというか、とりやめた住基ネットよりも低

いぐらいの割合と違うかなと思うんですよね。も

う早い時期にたしか３割を目標にというふうに言

うていたので、これは国の政策やけれども、ちょ

っとこんな状況というのは、やっぱり遠慮なく国

に言うて、市の職員の負担とか財政負担とか考え

れば、本当に無駄なものだというふうに思うんで

すけれども、ちょっとお答えは難しいかもしれま

せんけれども、お聞きしますけれども、いつまで

に何割まで引き上げようとか、そんな計画を持っ

ておられるのか、その点についてお答えください。 

 以上です。 

○木津西危機管理課長 私のほうからは、防災無線

の放送について御答弁させていただきたいと思い

ます。 

 委員御指摘のとおり、今回の台風21号対策では、

本当に台風通過後、停電であったり、いろいろな

事案が発生したんですけれども、それにかかわる

住民への周知ということで、さまざまな放送を実

施させていただきました。 

 放送の内容については、極力絞り込んだような

形の中で、なるべく丁寧な放送を心がけたんです

けれども、一斉にスピーカーを全局鳴らすと、そ

れぞれが共鳴して聞き取りにくいという御指摘も

過去の経験から、２グループに分けたりとか、そ

ういったいろんな工夫はさせていただきました。 

 放送以外でも、防災無線による放送以外でも広

報車をピンポイントで導入させていただいたりと

かもさせていただいて、なるべく市として今対応

できる、総力を挙げてという言い方になるのかど

うかわかりませんけれども、そういった形で防災

放送を補完する広報車という形での実施もさせて

いただきました。 

 それでも、やはり聞き取りづらい、聞こえない

というお声は確かに住民の方からはたくさん寄せ

られましたので、その点はこれから今後にどう生

かしていけるのかということについては、危機管

理課のほうでもしっかり考えていきたいと思いま
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す。 

 ただ、防災放送につきましても、これは防災情

報を伝達する手段の１つ、大きな重要なものでは

ございますけれども、その他のホームページであ

るとか、エリアメールであるとか、あと大阪防災

メールであるとか、そういったものと複合的に対

応して、住民の皆様に防災についての情報を発信

していくというものの１つでありますので、もち

ろん大事な部分でありますけれども、その点も踏

まえて、今後また考えていきたいというふうに思

いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○真鍋副市長 ちょっと私のほうから、災害対策の

期限の御質問がございましたので、お答え申し上

げます。 

 本市は、ごみ、罹災証明、それと一時使用住宅

の取り組みを現在行っております。ごみにつきま

しては、現在休み明けの18日から一定予約方式に

切りかえまして現在継続しておりまして、今月末

まで継続させてもらいます。 

 罹災証明につきましては、今月末までは一般に

理由書なしで通常の受付をやっておりまして、そ

れ以後につきましては、今回の台風等の因果関係

を証明する必要から、理由書の提示が来月から必

要になると。必要になりますが、当面罹災証明の

受付は行っていきたいと考えてございます。 

 それと、一時使用住宅ですが、樽井公民館にも

３名の方が長期避難されておったという状況もあ

りまして、また鳴滝地区では、屋根がかなり破損

したという御家族もおられると聞いてございまし

て、現在一時使用住宅について市営住宅の空き部

屋を活用しまして募集を現在行ってございまして、

一定もうあと二、三日で締め切って入居者が決定

すると。それが不足であれば、ＵＲ・府営住宅に

も手を広げまして、協定を結んだ上で住宅を供給

していきたいと、そういった取り組みを、まだ当

面きめ細かな対応が必要だと考えているところで

ございます。 

 以上です。 

○高山市民課長 泉南市としまして、マイナンバー

カードをいついつまでに何割とか目指すとか、ち

ょっと申しわけないんですが、今それは考えてお

りません。国のほうがマイナンバーカードを使っ

た世の中、そういう世の中の仕組みとかいうのを

考えてくれないと、なかなか普及できないんじゃ

ないかなと考えております。 

 以上です。 

○桐岡教育総務課長 エアコン設置に係るスケジュ

ールにつきましては、先ほども言いましたとおり、

国の補助金の動き等もありますので、それを注視

しながら、本市のほうでもスケジュールを決めて

いく要因といたしまして、空調業者の状況である

とか、各学校におきます既存の電気設備等の状態

でありますとか、そういうようなことも影響して

まいりますので、全てのことを加味しながら、で

きるだけ早い段階での運用が開始できるように努

めてまいります。 

 以上でございます。 

○谷委員長 以上ですね。 

○大森委員 もう1つだけ。 

○谷委員長 そうしたら１つだけ。 

○大森委員 今度、前のときに教育長と副市長の予

算削減がありましたやんか、人件費の。今回まだ

教育長が決まっていないけれども、その予算の削

減がないので、それがどうなっているのかと、あ

と教育長の任命はどうなっているのか、お答えく

ださい。 

○竹中市長 この９月議会の途中に、国のほうから

の派遣の承認がいただければ、追加議案でのせる

という意味で、ここにはカットはしておりません

でした。 

 今現在もまだ派遣の通知はいただいてございま

せん。もうこの時点になりますと、とてもこの議

会中に間に合わないということになりますので、

これはもう、もうしばらく仕方がないかなという

ふうに思っております。 

 次の機会となりますと、12月議会を経て１月か

らの派遣というのは、国のほうもそういう異動は

ありませんので、それはないかなというふうに思

います。つまり、来年の春に派遣していただくと

いうふうになろうかというふうに思っております。

１年間空席ということになりますけれども、これ

を乗り切って、４月には必ず派遣していただける

というふうに思っております。 

○谷委員長 では、ほかに。 
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○竹田委員 何点か質問させていただきます。 

 まず、総務費であります。退職手当の増額が１

億2,547万9,000円出ているんですけれども、具体

的には何人の方が、早期退職というふうに聞いて

いるんですけれども、何人の方なのでしょうか、

お聞きをさせていただきたいと思います。 

 それから、退職については、いっとき定員管理

で随分職員を削減ということで、表現がいいのか

どうかわからないんですけれども、早期に退職を

してくださいよということで、ある意味、推奨す

るような、そういった、推奨という言い方がいい

のかどうかわからないんですけれども、そういっ

た時期もあったと思いますが、今は定員管理上か

ら、その辺の退職についての考え方というのはど

うなのか、この点についてもお尋ねをしておきた

いと思います。 

 それから、民生費の中で認定こども園の園庭の

構造物の撤去、これは「なるにっこ」だというふ

うに聞いておりますけれども、これは具体的に何

を撤去されるのか。そして、その後どうされるの

か、お尋ねしたいと思います。 

 それから、ふるさと創生の中で、ふるさと創生

事業でいわゆるふるさと納税、随分今いろんなと

ころで、総務大臣のああいった意見もあるわけで

ありますけれども、泉南市は、まだまだ逆に頑張

ってほしいなというふうなところもあるわけであ

りますけれども、今後の展開として、泉南市への

影響等も鑑みて、その点はどうなのか、確認をさ

せていただきたいと思います。 

 それから、留守家庭児童会で65万2,000円計上

されております。これは口座振替ということで、

今いわゆる郵便局のみで引き落としがされている

というふうに思いますけれども、これが他の金融

機関でもオーケーということになろうかというふ

うに思います。 

 これは、郵便局以外、要は、どの金融機関でも

全て大丈夫ということなのかなと。もう一度確認

をさせていただきたいと思います。 

 それから、先ほど質問もありましたけれども、

公共施設のブロック塀でありますが、今回全部で

９件のブロック塀を撤去というふうに補正予算が

組まれているわけでありますが、これは非常に他

の施設からすると緊急性をということで、この９

件になっているわけなんですけれども、総務産業

常任委員協議会のところでもちょっとお尋ねをし

たんですが、小学校、中学校については、このブ

ロック塀に近づくなということで、いろいろカラ

ーコーンも置きながらというふうにしているんで

すけれども、全て見ていないんですけれども、あ

と老人集会場、それから公園、それから市営住宅

等々もあるわけなんですけれども、これは補正が

通って、これから業者に発注して工事をするわけ

なんですが、この間、今どのような状況になって

いるのか。 

 あわせて、ブロック塀を要は撤去して、その後

どういうふうな、何か別のものにされるのか、そ

の辺の説明をお願いしたいと思います。 

 以上、お願いします。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 私のほうか

らは、退職手当の増額について御答弁させていた

だきます。 

 今回は退職、定年前早期退職が６名、あとは自

己都合退職の１名に係る増額分として計上させて

いただいております。 

 あわせまして、定員管理の考え方なんですけれ

ども、委員おっしゃるとおり、従前は数を減らさ

ないといけないという計画のもとで、早期退職を

約５名程度、各年度見込んでおったんですけれど

も、今現在のところは、早期定年前退職のほうは

計上しておらず、通常の定年退職者のみで計画の

ほうを進めておるところでございます。 

 以上でございます。 

○高尾長寿社会推進課長 私のほうからは、老人集

会場改修事業ということで、工事請負費として

251万円計上させていただいております。この分

につきましては、樽井老人集会場のブロック塀の

改修ということになってございます。今設置され

ているところが、樽井老人集会場の東面ののり面

の上のほうということでございます。そこの下に

小道がございますけれども、今すぐに崩れるとい

うふうなことは認識しておりませんので、今、カ

ラーコーンとか、そういうふうな部分でのことは

やってございません。こちらのブロック塀を撤去

しました後、フェンスに切りかえる予定でござい
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ます。 

 以上です。 

○西本生涯学習課長 私のほうから、留守家庭児童

会の口座振替の件について答弁させていただきま

す。 

 御指摘のとおり、来年度から市内に支店を置く

金融機関全てに対応させていただく予定です。 

 以上です。 

○石谷保育子育て支援課長 なるにっこ認定こども

園の園庭に、４つのれんが柱でつくった藤棚がも

ともとございまして、今回の大阪北部地震後に、

園内施設を点検したところ、ブロックの柱でつく

られている藤棚、今は藤棚ではないんですけれど

も、倒壊のおそれがあるということで、危険のた

め、その部分を撤去する、その費用でございます。 

 以上です。 

○伊藤総合政策部次長兼政策推進課長 ふるさと納

税に関してなんですけれども、現在国のほうでも

返礼品の競争が加熱化されているということで、

制度そのものに対する批判と、制度そのものの存

続の危機だということで、今、認識されていると

ころでございます。 

 ただ、一方で、本市にとっても、ふるさと納税

というのは貴重な財源の１つということを強く認

識しておりますので、今後に関しても、当然制度

の趣旨に沿った上で、一定のルールの中で拡充を

して目指していきたいとは思っております。 

 具体的には当然事業者の拡大とか、返礼品のラ

インナップをふやしていくということで、制度そ

のものに関しての趣旨を守りながらも、今後もふ

えていくようには取り組んでいきたいと思ってお

ります。 

 以上です。 

○木津西危機管理課長 私のほうからは、公共施設

のブロック塀の今年度の補正対応で、平成31年度

以降に予定されている部分の注意喚起の部分でお

尋ねだったかと思いますので、その部分について

お答えさせていただきます。 

 危機管理課として、各所管課のほうに、ある一

定集約させていただいた内容によりますと、例え

ば学校施設でありましたら、学校長のほうから児

童生徒に対してしっかりと注意喚起して、ここに

は近づかないようにとかいうような、現場での指

導をしていただいたりしております。 

 それ以外の施設につきましても、各所管課にお

いて現場の状況に応じて、例えばコーンを設置し

ていただいたりとかの対応もございますし、この

ブロック塀の危険性についての注意喚起のものを

掲示したりとかいうような形での対応をしていた

だけるという予定であるということは伺っており

ます。 

 以上でございます。 

○岡田教育部長 教育施設等に関する現在の状況と、

ブロック塀撤去後どうするのかということについ

て御答弁申し上げます。 

 学校教育施設につきましては、先ほど危機管理

課からもありましたように、学校長を通じて指導

をいただいていると。また、いろんなテープを張

ったりして侵入防止したりしているところもござ

います。 

 あと、例えば社会教育施設でもカラーコーンを

置いたりして、立ち入りを制限したりしていると

ころがございます。 

 撤去後のイメージなんですけれども、学校教育

施設では、ブロック塀に性格、本来の目的はどん

なものがあるか、塀ということなんですけれども、

例えば考えましたのは、不審者の侵入を防ぐ、あ

るいは子どもたちがむやみに出ることを防ぐ、あ

るいは一定の目隠し、ないし、子どもたちの運動

会など、うるさいこともありますので、防音的な

ものもあるかなと、そういったいろんな性格を加

味しまして、基本的に撤去後は原則、不審者対策

あるいはむやみに飛び出すことを防ぐためのフェ

ンス、いわゆるネットフェンス、それを原則的に

設置していこうかなというふうに考えております。 

 なお、その他やはり近接して住宅等がある場合

に関しては、一定の例えば鉄製、金属製の板によ

るような目隠し塀というのも考えていきたいなと。

それはもうケース・バイ・ケース、場所によって

変更していくというふうなイメージでおります。 

 以上です。 

○谷委員長 以上ですね。 

○竹田委員 あと、公園とそれから住宅関係も今現

状、ちょっとその辺どうなっているのかなといっ
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てお尋ねしたんですけれども、お答えがなかった

んですが、改めて、というのは、もう既にいただ

いている点検結果表なんかを見ると、やっぱりぐ

らつき、ひび割れ、これはかなり入っているとい

うことなんですね。 

 だから、そのままにしておいて、非常にやっぱ

り危険だろうというふうに思うわけなんですけれ

ども、先ほどたまたまですけれども、樽井老人集

会場においては、今すぐ崩れるはずがないんだと、

こういう発言があるわけなんですが、しかし、そ

こはやっぱり本当に言い切れるのかなと。やっぱ

り非常に心配もするわけでありますし、それが北

部地震のああいう子どもさんが１人お亡くなりに

なられるというところの油断につながらないのか

なという、こういう心配をするわけなんですね。 

 ですから、これはこれから工事に入るんだと。

ですから、やっぱり近寄らないでくださいという

ふうに、きちっとお知らせをし、そして手当てを

やっぱりしておくべきだというふうに思うんです

が、改めてこれは、今、小学校、中学校あったん

ですけれども、あと老人集会場や公園や、それか

ら住宅についてもどうされるのか、お尋ねをして

おきたいなというふうに思います。 

 それから、退職のほうでありますけれども、今

はそういう早期というのは、そういう予算計上も

されていないとありましたけれども、先ほどから

今回の台風21号等々のお話もあったわけなんです

けれども、今の定員管理、また人事というものは、

もうちょっとやっぱりきちっと見直していく必要

もあるのかなと。 

 といいますのは、この台風21号の中で、皆さん

頑張っていただいているんですけれども、やはり

台風のこういう不測の事態においては、職員が充

足していたかどうかというのは、きちっと検証し

ておく必要があるんではないかなというふうには

思うわけですね。 

 確かに非常にやっぱり火の車のように忙しい課

もあれば、何をしようという課もひょっとしたら

あったかもしれませんけれども、しかし、全体的

には、この泉南市、今６万2,000人、3,000人の人

口だと思いますけれども、全てを把握するについ

ては、果たして今の人員で、きちっとそういう手

当てをすることができたのか。これは、こういう

災害になった場合、不測の事態ですから、ある意

味、やっぱり通常と全く違って、各職員も一定の

シミュレーションはしているものの、しかし今回

の台風によって、本当にいろんな不測の事態が起

こったときに、なかなか対応はし切れん部分がや

っぱりあったんではないかと。 

 そういった意味においては、まさにそういう災

害の場合についての職員数の確保というのは、ど

うしていくのかというのは、ある意味、人事でも

しっかり検討していただく、そういった必要もあ

るのかなと思いますけれども、この点の見解につ

いて、改めてお聞かせいただきたいと思います。 

 それとあと、留守家庭児童会でありますけれど

も、よくわかりました。あとは恐らく口座振替が

ふえるということで多分喜ばれると思うんですが、

これは厚生文教常任委員会のほうであったと思う

んですけれども、あわせて今回料金の改定がある

わけであります。 

 このことにつきましては、これは議会の議決で

も何でもないので、特にそのことについては余り

言及しないわけですが、ただ、留守家庭児童会と

いうのは、御存じのとおり、昨年、ああいう未納

金の問題があって、非常に市民の皆さんから、ま

た利用者からも、少し信頼を失っている感があろ

うかというふうに思うんですね。 

 そういった中で、料金改定していく、それから

より時間延長もされていくわけなんですけれども、

この中で事前にとられたアンケートを見てみます

と、料金についても、やっぱり書かれていまして、

多くの方がどちらかというと、余り上げてくれん

なというような結果が出ていたのかなというふう

に、私は見て取れたわけなんですけれども、そう

いった意味においては、こういうニーズ調査、あ

るいは昨年度のそういう不祥事のことからします

と、料金を改定させていただくというのは、しっ

かりとした説明をしていただかなければならない

んではないかと、このように思うんですけれども、

その辺の教委の考え方についてお聞かせをいただ

きたいというふうに思います。 

 それからあと、ふるさと納税については、今し

っかり頑張るんだというようなことがありました。
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随分テレビなんかでも最近これは取り上げられて

いまして、必ずやっぱり隣の泉佐野市の名前が出

てくるわけなんです。 

 しかし、先ほど大森委員のほうからもありまし

たけれども、例えば今回の台風21号によって、そ

れについて手当てして補助していくというお金は

きっと、このふるさと納税の分からやっぱり出し

ていくのかなというふうに想像がされるわけであ

ります。 

 そういった意味においては、今よく他の議員か

らもやっぱり稼ぐという意味においては、一番の

このふるさと納税というのは大きな資金源になる

と。そういった意味においては、確かに法を逸脱

し、また、余りやり過ぎるというのは何だと思い

ますけれども、おっしゃっていただいたとおり、

しっかりと節度も守りながら、しかし十分こうい

う不測の事態については大事な財源になろうかと

も思いますので、非常に頑張っていただきたいな

と思いますし、その辺の決意を改めてもう一度お

聞かせいただきたいと思います。 

 以上、お願いいたします。 

○岡田教育部長 失礼いたします。 

 私のほうから留守家庭児童会の関係について御

答弁申し上げます。 

 委員御指摘のとおり、これまで昨年までの間、

未収金の取り扱いにつきましては、不適切な対応

があったことで、大変御迷惑をおかけしましたこ

とは、改めておわび申し上げるところでございま

す。 

 そうした不祥事を起こしてしまった中、やはり

皆様の御意見を聞いて、よりよいサービス、特に

開設時間を延長するということを真正面に捉えて、

改定に向けて努力をさせていただいてきたところ

でございます。 

 その中で、アンケートをとらせていただきまし

たところ、やはり時間延長ですとか、あるいはい

ろいろな御意見がございました。その中でやはり

委員御指摘のように、料金について高いよねと。

安くて満足しているというお声が少なかったのは

事実でございます。 

 そのあたりはどうしてもやむを得ないことなの

かなとは思いつつ、やはりこれまでの間、長らく

留守家庭児童会の料金見直しもしてこなかったこ

とから、今回サービスを拡充させていただくこと、

またアンケートの大きな意見、たくさんございま

した。いろいろなところで改善をさせていただく

というところも含めまして、大変恐縮ですけれど

も、料金の見直しをさせていただくというところ

でございます。 

 今後、より新たな制度をより煮詰めまして、こ

の秋初頭に、また来年度の募集をかけさせていた

だきますけれども、それに向けてきちんと市民の

皆様に御説明できるようにということでもありま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○薮内健康福祉部長兼福祉事務所長 私のほうから、

樽井の老人集会場のブロック塀でございますけれ

ども、地元の管理しています区のほうには、危険

性があるブロックということで御連絡はさせてい

ただいて、予算要求中であるということで御説明

はさせていただいております。 

 当然、注意喚起というのは必要でございますの

で、そこらあたり、また近寄らない形の注意喚起

を何らかの形で行っていきたいと思っております。 

 以上です。 

○野澤総合政策部長 そうしたら、私のほうから人

員配置といいますか、人事全体のお話というとこ

ろで御答弁させていただきます。 

 委員御承知のとおり、市の職員というのは一定

の定員管理のもとで効果的、効率的な運用を果た

すべく、一定の人数で特にそういう余剰的な人員

というのは、特にどこもございませんので、今御

指摘ありましたように、いわゆる非常事態といい

ますか、通常の業務に加えて、こういう業務をす

る場合の考え方については、当然基礎自治体とし

て市がやるべきことであるとか、もしくは府で広

域的に行っていただくものとか、その辺をもう少

し整理して、考えていく必要があるのかなという

ふうに考えています。 

 また、台風21号に対する今回の市の動きの中で、

一定、各職員いろいろ動いてはいるんですけれど

も、一番ベストな形で動けたのかという、その辺

のところも内部で検証した上で、そういう非常事

態に対する備えといいますか、人の配置というの
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は、一定考えていく必要はあるかというふうに考

えております。 

 以上です。 

○伊藤総合政策部次長兼政策推進課長 ふるさと納

税に関して決意ということなんですけれども、い

ろんな手法で、今後もふるさと納税をふやしてい

きたいなとは思います。返礼品の過当競争には当

然参加をしないんですけれども、さまざまな起業

家支援であったり、クラウドファンディングのほ

うを活用したいなと。 

 今回の災害支援のほうも、試みをさせていただ

いたと思っておりますので、こういった形でやっ

ていきたいなと。 

 それとあと、決意にはならないんですけれども、

やっぱり全庁的にもふるさと納税を意識していた

だいて、正直な話、市外に住まれている職員の協

力も積極的に得たいなとは思っております。 

 以上です。 

○奥田都市整備部長 それでは、都市整備部のほう

で、公園と住宅の関係で、先ほど答弁漏れという

御指摘をいただきました。申しわけございません。 

 今年度につきましては、公園が１カ所、それか

ら宮本と長山の住宅でそれぞれ１カ所のブロック

塀につきまして、この補正予算ではなくて、当初

予算の中で修繕ということで対応させていただく

ことで、業者を手配して、今準備中ということに

なってございます。 

 またあと、残りの部分につきましても、さらに

詳細につきまして、どういった方法ができるか等

につきまして検討を行いまして、来年度以降、そ

のブロック塀のそれが倒れたりしたときの影響度

合いとかを検討した上で、優先順位をつけながら

どういうふうな対応ができるかについて、来年度

以降また考えていきたいというふうに考えてござ

います。 

 以上でございます。 

○竹田委員 もう最後にします。 

 最後に、市長か副市長に見解をお尋ねしておき

たいなと思うんですが、このブロック塀につきま

しては、これは北部地震が起こったのは、たしか

６月だったというふうに思うんですけれども、非

常に危険だということで、そこで認識をされるわ

けでありますけれども、今回この９月補正をされ

ているわけですが、これは議員がこういうことを

言うのは余り適切ではないかもしれないんですが、

命にかかわることについてというのは、やっぱり

何よりも先にやるべきだと思うんです。 

 そういった意味においては、きちっと補正を組

んで、そして議会に提案されて、そしてそれから

工事にかかるというのは、通常のあり方であるん

ですが、しかし、例えば、子どもたちとか、それ

から高齢者の命を守るという観点においては、こ

れは議長、副議長にきっちり相談しながら、私は

専決で、例えば学校なんかでしたらもう夏休みの

間にきちっとやっぱり改修工事をするという、そ

ういったスピード感が必要だったんではないかと

いうふうに思うんですね。 

 今のところは、この台風でも崩れなくてよかっ

たわけでありますけれども、しかしここへ来て昨

今の震災、またこの間の台風、さまざまな形を見

ますと、やっぱり何が起こるかわからないと。危

険なものは即対応するという、そういう姿勢が大

事だと思うんですが、今後のあり方として、どち

らかにきちっとお答えをいただきたいと思います。 

○竹中市長 北部地震は６月18日でございました。

それからこのブロック塀の問題が惹起されまして、

我々にしてもそれから調査を始め、調査している

最中にまた西日本の豪雨災害があったりとか、猛

暑が続いたりとかいろいろなことがありまして、

最終的には、どこを優先的に、危険なところを先

にやるべきかというのを決定したのが８月の中旬

になってしまったわけでございます。 

 それから専決をしてするか、あるいは今回の補

正にのせさせていただくかということで内部で検

討した結果、そのときに専決にしても時間的には

余り余裕がないというか、差が生じてこないんで

はないかということで、今回の補正の中に盛り込

ませていただいたものでございます。 

 時期的にもっと余裕があるものであれば、特に

今回の台風のような場合には、率先して補正予算

を組ませていただいたということもございますけ

れどもそういう対応として、時間的なものがあれ

ば、そういうような専決という対応をさせていた

だきたいというふうには思っております。 
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 今後もこういうことは、決して起こってほしく

はないことでございますけれども、非常時の場合

には、できるだけ迅速な対応をさせていただくよ

うな手法というのを考えていきたいと思っており

ます。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○南委員 皆さんと質問が重複しますので、簡単に

お聞きをいたします。 

 まず、防災無線なんですが、先ほどからも御答

弁もいただいていますが、私にも、聞こえにくい

という声がたくさん入ってまいりました。確かに

雨の音、あるいは雨が降ると窓を閉める、あるい

は風向き等々で、かなり状況が悪くなるという中

で、この音量とかそういうものは一定、点検とい

うのはどういうふうになっているのか。 

 ある地区では、今回の災害で電池がなくて聞こ

えなかったという地区もあるというふうに聞いた

んですが、そういうことがあるんですか。まずそ

の辺からお聞きをいたします。 

○木津西危機管理課長 今回の台風21号関連では、

停電が非常に長期化したということもございまし

て、停電されている防災無線につきましても、こ

れはもちろん電気で動いておりますので、停電し

たところについては、バッテリーを２基積んでお

ります。ですので、導入の設計自体は48時間は対

応できるということになっておりました。 

 ただ、我々子局に対してポーリングという作業

を、正常に動いているのかというのを定期的に行

っておりまして、３日目ぐらいまでは全ての子局

のほうで機能はしておったんですけれども、３日

を超えたあたりで、停電が復旧していなかった地

区の防災無線については、放送がやはりできなか

ったというのは確認させていただいております。 

 ただ、必要な放送につきましては、先ほどの答

弁の中にもございましたんですけれども、通常の

防災無線が放送できない状態に陥っている地域に

ついては、広報車をピンポイントで投入したりと

かした形の中で、対応はさせていただいたという

ことになってございます。 

 以上でございます。 

○南委員 今、御答弁いただいたように、今回の停

電と、我々も経験したことのないような被害であ

ったということもあって、その辺の例えばバッテ

リーそのものの機能というか、いわゆる48時間と

おっしゃったかな、そういうのがもう少し例えば

１週間大丈夫というような時間数ではないですが、

そういう対応も今後考えなければいけないと思う

のと、ふだんの点検からして、増設は必要ないん

ですか、今、全市的に考えて。 

 実は、私の家も聞こえないんですよ、防災無線

は。そやから、先ほどから申し上げているように、

風向きとかいろんなものがあると思いますが、窓

をあけてちょっと聞こえる程度かなと。私自身が

そんなことを余り言うと、ええことないんで言わ

ないんですけれども、状況としてはそういう状況

なんですよ。だから、今後増設も含めて考えてい

くということはどうなのか。 

 それから、広報車なんですが、今回もこの防災

無線よりも広報車のほうがよく聞こえたという方

が多いんです。今現在広報車として使用可能な台

数、どの程度あるのか。例えば足りなければ、１

つは消防なり何なりにお願いをして増車するとか、

ふだんから置いておかなくても、こういう緊急時

には広報車は、今言うピンポイントとか、防災無

線がだめなところは行っていますということです

が、全市的に少なくとも５台やったら５台の広報

車を回さなければ、ある意味、意味がないと思う

んですよ。 

 防災無線が聞こえません、広報車も来ません、

じゃどうするんですかというような状況になった

わけです。そこらを含めて、危機管理の観点から

もどういったお考えをお持ちか、お聞きをいたし

ます。 

○木津西危機管理課長 まず、バッテリーの改良な

んですけれども、これは子局にそれぞれ必要な機

器を入れているボックスがございまして、そこに

入る大きさというのが、やはり一定制限を受ける

んです。 

 バッテリーについては、本来１台のところ、予

備的にもう１台つけて48時間は対応しますという

仕様でさせていただいているんですけれども、そ

の辺はまた導入業者のほうと、バッテリーの性能、

大きさとかそこへ入れられる、入れられないとい

う議論はもちろんあるんですけれども、そういっ
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たことを含めて、何か改良できるところがあるの

かというのは、やはり確認させていただく必要が

あると思いますので、それは確認させていただき

たいと思います。 

 それと、広報車の状況なんですけれども、消防

署のほうに１台ございます。それももちろん消防

署員のほうで避難勧告であるとか避難準備情報と

か、そういったものについては、協力いただきな

がら対応させていただいております。 

 市のほうでは、三、四台、スピーカーのある車

があると思うんですけれども、今回消防のほうと

我々のほうは、多分２台以上は恐らく投入させて

いただいておると思うんですけれども、放送でき

なくなっているエリアであるとか、あと全市的に

必要、聞こえないという方がたくさんいらっしゃ

るエリアの方々のところも、経験的に多少把握し

ておりますので、そういったところを重点的に回

っていただくような形の対応をとらせていただい

たということでございます。 

 あと、防災用広報システムの増設につきまして

は、これはやっぱり市の公共施設とか市有地とい

うところにやはり特化してくるところもございま

すので、民間の土地に勝手につけるというわけに

もいかないということもあって、これまでこうい

う状況になっておると思うんですけれども、それ

とあわせて、もともと今60局で、市内全域、ほぼ

網羅できているというような形の中で、やはり

300メートル四方という円の中にどうしてもおさ

まってこないようなエリアも、やはりあると思う

んです。 

 だから、それがやはり聞こえにくいという症状

となって、実際は出てくるんですけれども、それ

は、やはり全市的に、これまでも答弁のほうはさ

せていただいておるんですけれども、中長期的な

スパンの中で、今回のことも踏まえて議論をして

いく必要はあるんであろうなというふうには考え

ております。 

 以上でよろしくお願いします。 

○南委員 ぜひ広報車も、もう少し、今二、三台と

か、消防から１台というようなお話でしたけれど

も、もう少し、さあというときには、少なくとも

五、六台は対応できるようなことをお願いをして

おきたいと思います。 

 それから、先ほどブロック塀の件で、45施設の

うちの今回９施設ということで、他は国の補助金

待ちということだったんですが、この国のいわゆ

る補助金というのは、どの時点の予算をもらうの

か。多分かなりおくれるような気がするので、先

ほど竹田委員もおっしゃっていたように、やはり

早くやらないといけないという中で、それに歩調

を合わすというのはどうかなと。あるいは国に対

して、その辺の要望等をしていく用意があるかど

うかですね。 

 それと、民間ブロックの補助は、現在10件程度

ということですが、今後出てくる可能性もありま

すが、１点、先ほど通学路は入っていないという、

市川課長の答弁やったかな、そういうふうに聞こ

えたんですが、例えばどうしてもこの基準法に合

致しないという部分と、誰が見ても危ないという

ような民間のブロック塀があったとすれば、その

辺は行政指導できるのかどうか。 

 ここは危険ですから、こうこうこういうふうに

改善してください的に、行政指導としてできるの

かどうかですね。できなければ通常と同じですよ

ね。民間がしていただければ、当然それはそれで

解決するんですけれども、民間が、いやいやこれ

はもううちのあれやから放っておいてくれという

ようなことになった場合、通学路の危険性という

のは、そのまま残ったままになるので、行政指導

としてできるかどうかの可否をお聞きいたします。 

○桐岡教育総務課長 ブロック塀の国の補助金に

つきましては、学校施設につきましては、現在

2019年度におきまして、文部科学省においてブロ

ック塀の安全対策という形で、2019年度予算の要

望がされていると聞いております。 

 それにスケジュールを合わせまして、本市のほ

うでも、残った部分の小・中学校のブロック塀の

改修についてスケジュールを組んでいきたいと考

えております。 

 また、ブロック塀に関する要望につきましては、

当然教育長の協議会等におきましても、特別要望

を上げるなどして、それに対する国の対応を手厚

くしていただくような取り組みを進めていただく

よう要望は行っております。 
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 以上でございます。 

○市川都市政策課長 私のほうからは、まず最初に

公共施設のブロック塀の補助金の制度でございま

す。ただいま桐岡課長からありました文科省に関

するブロック塀とは別に、国土交通省のほうでは、

住宅・建築物安全ストック形成事業の対象として

他の省庁で補助のないものについては対象とする

ということをお伺いしておりまして、７月末に国

費の追加配分ということで照会がございましたの

で、今回は樽井の老人集会場については国費の要

望をしてございます。 

 国費は一応２分の１でございます。ただし追加

配分でございますので、要望額に対してどれぐら

いつくかというのは、今のところ未定でございま

す。内示等があった場合におきまして、歳入の補

正を行いたいと考えてございます。 

 平成31年度につきましては、概算要望の時期が

11月ぐらいでございますので、それまでに精査い

たしまして、優先順位をつけて要望してまいりた

いというふうに考えてございます。 

 それから、民間のブロック塀の件でございます

けれども、通学路が対象ではないということでは

なくて、通学路にのみ適用するということじゃな

くて、全ての道路に適用するという形で検討して

おるところでございます。 

 ただ、その道路の種類につきましては、細かい

ところもございまして、公道に面するものにする、

それから不特定多数が利用する道路にする等々、

詳細をただいま検討してございます。 

 あと、民間ブロック塀の安全の件でございます

けれども、今のところは、ホームページ等でブロ

ック塀の安全点検ということを、北部地震の後で

カルテ等を出して点検してくださいという啓発を

してございます。 

 民間ブロック塀の市のかかわりについては、た

だいま詳細につきましては、ブロック塀の建設時

期等々の関係もございまして、細かいところまで

は私のほうで理解できてございませんので、申し

わけございませんが、そういう御回答でございま

す。 

 以上でございます。 

○奥田都市整備部長 民間ブロック塀に対する行政

指導という観点でございますけれども、先ほども

申し上げましたように、建設というか、つくった

年度とかにもよりますけれども、基本的には建築

基準法の関係ということになりますので、本市の

場合、特定行政庁でもないということもございま

すので、詳細につきましては大阪府のほうと協議

をしながら、どういったことができるのかについ

ては、個別に検討したいと思います。 

 以上でございます。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○原口委員 お願いいたします。 

 先ほど竹田委員からも質問があったんですけれ

ども、退職手当の増額について、この人の入れか

わりについてお伺いしたいんですけれども、その

前にすみません、議会費から教育費で、人件費事

業で、人事異動等に伴う給料や職員手当が今回減

額補正されているんですけれども、ここら辺で、

人事異動のない部も減っているんですけれども、

この人事異動等というところがちょっとわからな

いんですけれども、当初見込んでいた予算よりも

ちょっと少ないだけなのかというところを御説明

いただきたいのと、関連するところで、退職手当

の増額について、先ほど早期退職で６名、自己都

合退職で１名という御説明をいただいたんですけ

れども、人の入れかわりのときの引き継ぎ、それ

についてしっかり行われているのかというところ

を、ちょっと聞かせていただきたいと思います。 

 先般の公金の不適切な取り扱いの件とか、例え

ば98条の調査委員会が終わった後に、過徴収の部

分も出てきましたので、そういったことの報告を

受けますと、徴収・収入事務だけではなく、ふだ

んの業務のほうから、例えば適正にこれは行われ

ているかというところが、ちょっと不安に感じる

部分がありますので、そういったところ、こうい

ったことをやっていますから安心してくれという

ような、そういった御説明をいただけたらと思い

ます。 

 あと議案書の80ページの選挙等執行事業の部分

で、期日前投票所の投票管理者の報酬というとこ

ろです。こちらのほうなんですけれども、この投

票管理者というのは、民間任用されている方なの

か、それとも一般職の職員が兼務されているのか
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というところを教えてください。 

 その下なんですけれども、この超勤手当と管理

職特別勤務手当というのは、投開票の事務ですか

ね。そこを教えていただきたいのと、超勤手当と

いうのは、非管理職の方の時間外の手当でいいの

か、この管理職特別勤務手当というのは、この支

給対象というのは条例にある管理職でいいのか、

ここら辺を教えてください。 

 住民票等コンビニ交付事業について、この導入

業務について、これは委託されると思うんですけ

れども、その委託先について、住民情報とか税情

報のシステムを委託している電算業者に委託され

る予定なのか、またその対象のコンビニについて、

市内全部のコンビニを予定しているのか、またイ

オンも当然入ってくると思うんですけれども、そ

こら辺ちょっとお伺いできたらと思います。 

○高山市民課長 コンビニ交付の件ですが、今現在

住基情報を持っていますＴＫＣ、あそこに随意契

約をできたらと考えております。別のベンダーに

なりますと、またクラウド、あれをまた新たに設

置して高くなるというようなこともありますので、

今のベンダーであれば、クラウドまで全てパッケ

ージになっていますので、かなり安く上がるとい

うふうな見積書をいただいております。 

 また、コンビニにつきましては、全コンビニ一

斉にやります。当然イオンにも１台キオスク端末

がありますので、それにつきましても同時に行え

る予定となっております。 

 以上です。 

○辻人事課長兼行革・財産活用室参事 人の入れか

わりということで、異動していないところで減額

になっているということで、具体的に議会費のほ

うをおっしゃっておられるというふうに思うんで

すけれども、議会費につきましては、今現在育児

休業中の職員が１名ございます。予算の計上の仕

方といたしましては、育児休業職員がフルに出て

きた場合の予算を当初計上しておりまして、かわ

りに任期付の産休・育休代替の任期付職員を配置

しておるんですけれども、その差額、実績に基づ

く差額を減額して、今回148万7,000円マイナスで

計上させていただいているものでございます。 

 あと、退職者の引き継ぎ関係なんですけれども、

事務分掌の引き継ぎ規程の中で、退職者につきま

しても、引き継ぎの様式等で適切に後任者等に引

き継ぎしなければならないというふうな形になっ

ておりますので、それに基づいて適切に行うもの

であるというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○阪口総合事務局長 80ページの選挙等執行事業の

期日前投票所の投票管理者報酬６万9,000円の減

額は、職員が期日前投票所の投票管理者を行った

ため不要になったため、減額したものです。 

 それと職員手当等の超勤手当及び管理職特別勤

務手当が投開票事務かという御質問は、そのとお

りで、投開票事務に係る職員の超勤手当について

は、非管理職の超勤手当であり、管理職特別勤務

手当については、条例で言う管理職の特別勤務手

当となっております。 

 以上です。 

○原口委員 ありがとうございます。 

 人の入れかわりのところに関しまして、人とい

うのはやっぱりミスしますし、機械も壊れると思

うので、これは絶対ということはないんですけれ

ども、そもそもの部分でミスをされているという

部分とかがあったと思いますので、そういったと

ころを、どんどんなくしていってほしいなと思い

ます。 

 選挙等執行事業に関しまして、投票管理者の報

酬というのは、一般職の職員が兼務されるという

ことは、その期間の一般職の方の給与というのは、

その期間というのは減額される、併給になるわけ

じゃないですか。減額されるという認識でよろし

いんでしょうか。 

 あわせてなんですけれども、管理職手当の支給

すべき役職の範囲というのが、これが適切なのか

どうかというところを教えていただきたいと思い

ます。 

 投開票事務とかになりますと、基本的には同じ

作業になるんですかね。そうするとその条例を見

ますと、係長も管理職に当たるところに入ってく

ると思うんですけれども、そういった方に関して、

例えばやっていることとかは、例えば職務内容と

か責任とか、そういった部分で管理職は判断され

ると思いますので、そういった事務のときに、こ
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の特別管理職の特別勤務手当が入るというのは、

これは果たして適切なのかというところを御判断、

お考えをお伺いしたいと思います。 

○阪口総合事務局長 まず、期日前投票所の投票管

理者報酬なんですけれども、ちょっと私の説明が

悪かったと思いますけれども、職員が期日前投票

管理者を務めたため、この投票管理者報酬という

のは支払っておりません。だから、職員の通常の

業務の一環として給料は支給しております。これ

は選挙管理委員会事務局の職員が期日前投票管理

者を務めております。 

 もう１つの管理職特別勤務手当の支給が適正で

あるかという御質問だったと思うんですけれども、

管理職につきましては、超勤手当というのは発生

しませんので、それで管理職特別勤務手当という

のが条例で制定されているというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○原口委員 その管理職特別手当の趣旨とか導入の

背景とかというのはわかるんですけれども、事こ

の選挙事務に関しましては、管理職という、その

職務、投票開票事務というその職務内容とか責任

とか、そういったものをどんどん考えていくと、

これが果たして当たるのかというところで、その

範囲というのが適切なのかどうかというところの

判断を、最後にもう一度お伺いしたいんですけれ

ども。 

○阪口総合事務局長 管理職の職員につきましては、

まず投票に関しては、できるだけ職務代理者や庶

務係という、経験なり責任のある立場の業務に従

事していただいておりますし、開票につきまして

も、それに応じた業務にできるだけ従事していた

だくようにしております。 

 以上です。 

○谷委員長 では、ほかに。 

○梶本委員 ちょっと２つほど、２問２答ぐらいで

お願いしたいんですが。 

 １つは、先ほどから通学路のブロック塀に関し

て、通学路ということを言われているんですけれ

ども、通学路というのは教育委員会で指定されて

いるのか、学校側で指定されているのか、そうい

う通学路を認定されているのかというようなとこ

ろなんですけれども、それを１つお聞きしたいと

思います。 

○新納指導課長 通学路の指定につきましては、

これは学校のほうから、ここを通学路というふ

うな形で指定しますということで、学校のほう

からいただくものです。以上です。 

○梶本委員 ということは、通学路というのはある

んですか。というのか、生徒が歩いているのが通

学路か、歩いている道が通学路であるのか、この

道を通りなさいという学校指定の通学路があると

いうことなんですか。 

○新納指導課長 通学路といいますのは、学校のほ

うで一定の児童数がよく利用される、利用頻度が

高いもので、また交通量、そういったものでも子

どもたちが通るのに安全だというふうなところで、

この道を通っていくのを中心にしなさいよと、こ

の道を主に使いなさいというふうな形で学校のほ

うで指導する。その上で、この道を通ってくださ

いよというふうな形で指定しているのが通学路と

いうことになります。 

 子どもさんが、例えば家の前から出て、そこか

らもう子どもが通るからそこが通学路だというこ

とではありませんでして、学校として通学路とい

う形で指定しているのは、そういうような形で、

ある程度中心になる道路ということになります。 

○梶本委員 僕は以前に学校側で聞いたことがある

んですけれども、その学校にもよるのか、校長に

もよるのかわかりませんけれども、通学路を指定

していないとかという話も聞くんです。とにかく

その子どもが生徒が学校に通学するに当たっての

通学路に、そのブロック塀があるのとないのとい

うのをどういうふうに教育委員会として把握され

て、この撤去とか危険箇所を特定されるのかとい

うことについて、そういう見解の相違があれば、

子どもが歩くところは全部危ないんじゃないです

かという話も出てくるんじゃないですかというこ

となんですけれども、それはもう統一されて各小

学校、中学校のほうにも、そういう通学路を決め

なさいとかいうことを教育委員会のほうで指導さ

れているのかどうかです。 

○岡田教育部長 失礼いたします。 

 本市の通学路につきましてですけれども、これ
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は市によって違いがあるということなんですけれ

ども、本市では公立小学校におきましては通学路

を指定してございます。一方公立中学校において

は、本市の場合は、通学路の指定はしていないと

いう状況になってございます。 

 それからもう１点、通学路におけるブロック塀

調査、どういうふうに危険を判断したのかという

ところでございますけれども、これは６月18日発

災の北部地震の後、公共施設といいますか、学校

施設のブロック塀調査につきましては、翌日調査

せよという話がありましたが、通学路におけるそ

れにおきましても、６月22日金曜日に大阪府から

確認をしなさいというお話がございました。 

 それを受けて本市でも22日の金曜から土日、そ

れから６月26日あたりに、全庁的に職員に協力を

得まして、小学校における通学路、それから冒頭

では中学校では通学路はないと申し上げておりま

すけれども、小学校複数の通学路を重ね合わせた

ものが中学校の通学路になるだろうということで、

そういったところの隙間も含めて、ブロック塀の

有無を確認していったというところでございます。

それを大阪府のほうにも報告はしていったという

ようにしてございます。 

 このような形で、市域の通学路周辺のブロック

塀の有無については確認をしておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○谷委員長 これで最後にしてくださいね。 

○梶本委員 いや、結局、学校が指定されているや

つはそれでいいので、その場所だけ調べたという

ことでいいんですけれども、特に小学生、子ども

にとっては狭い道を行きたがるんですね。こうい

うところが一番ブロック塀とかありますので、こ

れは危ないところがあるんじゃないかということ

で、その辺まで一応調査されたのかということで

お聞きしたんです。 

○岡田教育部長 委員御指摘の非常に狭い、狭隘な

道ということでございますけれども、さすがに全

て網羅的にというわけではございません。ただ、

通学路を現在指定しておりますのは、先ほど担当

課長が申し上げましたように、子どもたちが多い

ところということで、すなわち現在子どもたちが

通学しているところ、多いところなんですけれど

も、たまたま当該年度にはその周辺のお子さんが

おられない場合は、通学路から外れることもあり

ます。 

 かつて通学路であったけれども、今回はたまた

ま外れていると、そういったところについては、

学校の調査だけではなく教委事務局職員とが確認

をしていくということで、本市の場合の調査は通

学路プラスアルファの部分まで見させていただい

ているところでございます。ただ、さすがに狭隘

なところも全てかというと、そこまでではないの

が現実でございます。 

 以上です。（「関連で」の声あり） 

○竹田委員 部長、すみません、今の関連で、要は

登校下校につきましては、もし何かあった場合、

これは各学校がたしか保険に入っていて、そこか

ら保険金が出ることになっているというふうに思

うんですが、例えば通学路を指定されて、小学校

は指定されていますけれども、中学校はされてい

ないという話の中で、今みたいに狭い路地やいろ

んなところに行って、そこでけがした場合、この

保険の適用というのは可能なのか。 

 また、今回ずっと通学路で民間のブロック塀と

いう話がありますけれども、こういうところで、

もし仮にけがをした場合、そういう保険が適用さ

れるのか。すぐ答えられへんと思いますので、ま

た調べておいていただいて、日にちがかわっても

結構ですので、よろしくお願いしたいなというふ

うに思います。 

○谷委員長 資料か何かで。（「それでも結構で

す」の声あり）これは資料とか出せますか。 

○岡田教育部長 委員長と御相談して、資料が必要

であればお出しさせていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○谷委員長 では、ほかに。――――ないですね。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はありませんか。 

○大森委員 賛成で。この予算は大阪北部の地震を

受けて、子どもたちの安全を守るような予算が組

まれているので、当然賛成ということです。 

 ただ、もっと早くブロック塀の改修なんかもし

ている自治体もありますし、きょうの議論の中で

も、もっと早く機敏にすべきだと。それから、も
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っともっといろんな通学路の問題とか老朽化の問

題を含めてあるということで、財政が豊かであれ

ば、そういう手だても打っていくんでしょうけれ

ども、国や府に対する補助金の活用とか、市自身

も無駄遣いは、無駄遣いと言うたら怒られますけ

れども、不要不急の予算は減らしていくというこ

とで、予算を組んでいっていただきたいというこ

とをつけ加えます。 

 あと、マイナンバーの件ですけれども、これか

らこれを活用しようとすれば、国が利用するよう

な制度もやってもらわな、ふえないんだというふ

うなお話がありましたけれども、いろんな使い道

をふやせばふやすほど、マイナンバーカードの資

料というか、含まれている個人情報がふえていく

わけで、それが結局漏えいがまた心配になってく

ると。そのためにまた費用もかかり、市職員の仕

事もふえるということで、これはこういう矛盾を

含んだものであって、なおさら普及率がそんなに

低いということであれば、本当に価値あるもので

あるのか、こんなことよりも、やっぱり暮らしや

防災や教育やという予算を、国自身も回してほし

いということは、ぜひ考えていただきたい。 

 国の言うことやから、それを受けてするのは当

然ということだけでは、やっぱり今の財政問題を

考えても、もっと柔軟に市民の立場に立って考え

ていただきたいということをつけ加えて、賛成討

論といたします。 

○谷委員長 以上で本件に対する討論を終結いたし

ます。 

 これより議案第８号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

８号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第９号「平成30年度大阪府泉南市樽

井地区財産区会計補正予算（第１号）」を議題と

し、質疑を行います。質疑はございませんか。 

○梶本委員 今回の樽井区の補正が、この裁判の訴

えによるということで44万1,000円ついておるん

ですけれども、総計が1,361万4,000円、今回この

44万1,000円については、行革・財産活用室から

の予備費ということで、最初あげられていたんで

すけれども、これは最終的に財産区から支出する

という形になっていますけれども、この全体の

1,361万4,000円の内訳です。 

 特に市のほうからの支出と財産区からの支出、

こういう裁判を起こした場合、裁判費用について、

樽井の財産区であればこれぐらいの金額は出せる

可能性があるんですけれども、小さな区、どこの

区でもそうなんですけれども、ここまでの財産が

あるかないか、裁判費用が出る出ないという場面

があると思うんですけれども、こういう負担のあ

り方について、どういうふうに考えられているの

か、お聞かせください。負担割合とお願いします。 

○眞塚行革・財産活用室参事 私のほうから、今、

千三百数十万という部分、という御指摘なんです

けれども、委員にごらんいただいている部分とい

うのは、いわゆる樽井地区財産区会計の歳出の財

産管理事業全体の額というところでございまして、

今回補正をさせていただいている額については44

万1,000円という形になっております。 

 1,361万4,000円と申し上げますのは、その他財

産区管理に伴う管理会の委員手当でありましたり

とか、あるいは草刈りでありますとか、そういう

ようなものの総合計でございます。 

 本件に関するものにつきましては、44万1,000

円のうち、34万7,000円について訴えの提起を定

例会のほうでも２件提案させていただいておりま

して、それらに伴う弁護士の着手金の合計額でご

ざいます。あわせて弁護士が裁判所に出廷するた

めの費用弁償費１万2,000円、それから裁判を提

起するに当たりましてのいわゆる郵便料等の役務

費を８万2,000円という形で計上させていただい

ております。 

 以上です。 

○梶本委員 今回の補正予算、一般会計予算の予算

書を見ていないので、ちょっと誤解があるように

思いますけれども、実際に聞きたかったのは、今

回の議案の１・２号、訴えの提起についてという

件に関しての裁判費用、弁護士費用等の負担が44

万1,000円で済むんか済めへんかという話と、そ

れを市のほうでどれぐらい負担し、また区のほう

でどれくらい負担するのか。 
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 その区によって裁判費用が出ない区があると思

うんですけれども、各村々やっぱり私有地みたい

な形で、そういう登記もされていない土地もある

ように聞いておりますけれども、今後こういう事

態が起こってくる可能性もありますので、その点

について負担割合をどういうふうに考えられてい

るのか。 

 今回も、この弁護士費用ともろもろの裁判費用

で44万1,000円かな、これが樽井財産区から支出

したということになれば、ほかの財産を持ってい

ない区でも、これだけの金額を支出しなくてはい

けないのか、市のほうの負担はどういうふうにな

っているのか、財産区を持っていない区もありま

すので、その辺のところを詳しくお聞きしたいで

す。 

○眞塚行革・財産活用室参事 本件につきましては、

樽井地区財産区財産が、財産区の了解なしに使用

されていたというところに端を発した事件でござ

いまして、昨年度その土地を使用されている方々

に対して、調停を申し立てたというところからの

流れでございます。 

 そもそも財産区自身の権能といたしましては、

財産区財産の維持保全というところでございまし

て、その部分が数十年にわたって達成できていな

いというようなことがありまして、使用されてい

る方々に対して調停を申し立てたところでござい

ます。 

 財産区につきましては、御承知のとおり昭和31

年に樽井地区財産区という形で泉南町の中ではあ

りますけれども、地方自治法の294条以降におい

て位置づけられました特別地方公共団体としての

財産区が、泉南市で唯一設定されたところでござ

いまして、その法定財産区の中でのいわゆる事件

ということで、今回別にした会計の予算をもって、

こういう対応をさせていただいているということ

でございます。 

 委員御指摘のその他の地域でというふうにおっ

しゃっておられますが、その他の地域におきまし

ては、基本的に法定で言う財産区という形では位

置づけられておりません。当然想定で話をするの

もなかなか難しいところではありますけれども、

基本的には法定財産区ではございませんので、市

のほうでその場合、場合によってどのような対応

がいいのかというのを、そのとき考える形になる

かなと考えております。 

 以上です。 

○梶本委員 そうしたら、現在のところ、たまたま

ほかの区でこういう事態がなかったから、その負

担割合を考えていないということで認識させても

ろたらいいのかというのと、今回の裁判費用につ

いて、44万1,000円だけで済むんでしょうか。今

後まだプラスアルファ、これはこういう場合に樽

井区がこの財産区があるから幾らでも出せるとい

うことでしょうか。 

 それが出せない区に対しての今後の配慮という

のが、今、眞塚参事の言うていることが、はっき

りした返答をいただいていないので、どういうふ

うにされるのか、今後、ルール的にそういうこと

を決められるのか、決めていくつもりがあるのか、

お答えください。 

○眞塚行革・財産活用室参事 まず、委員が後のほ

うで言われた今後この費用だけで済むのかという

部分についてお答えをさせていただきたいと思い

ます。 

 今回は、報償費といたしまして、本件２件ござ

いますけれども、訴えに関する弁護士の着手金と

して計上させていただいており、勝訴するという

形であれば、当然、成功報酬という形で改めて報

償費の計上をさせていただくことになります。 

 今回９月定例会で本件を提案させていただいて

おりまして、今年度におきまして、想定、３回程

度の公判があるのかなと。大体、今、岸和田地裁

では1.5カ月から２カ月に１回のペースで公判が

行われるというようなことも聞き及んでおるとこ

ろもございまして、このような想定で予算の計上

をさせていただいているところでございます。 

 それと、前半御質問いただきました部分ですけ

れども、先ほども申し上げましたように、樽井地

区財産区につきましては、法定財産区という形で、

地方自治法に位置づけられており、その別にした

会計を財産区会計として、本市で管理をしておる

ところでございます。 

 本件事件につきましては、財産区の本来の業務

というか、権能でございます財産の保全に関する



 

-22- 

事件でございますので、全額財産区財産の会計を

用いて対応しているところでございます。 

 他の土地、泉南市名義ではない大字名義という

ようなものを御指摘のことかなと思いますけれど

も、その部分につきましては、先ほど申し上げた

とおり、その時々の状況に応じた対応で考えてま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○谷委員長 ほかに。――――以上で本件に対する

質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第９号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

９号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第10号「平成30年度大阪府泉南市国

民健康保険事業特別会計補正予算（第１号）」を

議題とし、質疑を行います。質疑はございません

か。――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第10号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

10号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第11号「平成30年度大阪府泉南市下

水道事業特別会計補正予算（第２号）」を議題と

し、質疑を行います。質疑はございませんか。

――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第11号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

11号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第12号「平成30年度大阪府泉南市介

護保険事業特別会計補正予算（第２号）」を議題

とし、質疑を行います。質疑はございませんか。

――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第12号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

12号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第13号「平成30年度大阪府泉南市後

期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）」

を議題とし、質疑を行います。質疑はございませ

んか。――――質疑なしと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第13号を採決いたします。 

 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

13号は、原案のとおり可決されました。 

 次に、議案第14号「平成30年度泉南市水道事業

会計補正予算（第１号）」を議題とし、質疑を行

います。質疑はございませんか。――――質疑な

しと認めます。 

 以上で本件に対する質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。討論はございません

か。――――討論なしと認めます。 

 以上で本件に対する討論を終結いたします。 

 これより議案第14号を採決いたします。 
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 お諮りいたします。本件は、原案のとおり可決

することに御異議ございませんか。 

 〔「異議なし」の声あり〕 

○谷委員長 御異議なしと認めます。よって議案第

14号は、原案のとおり可決されました。 

 以上で、本日予定しておりました議案審査につ

きましては、全て終了いたしました。 

 委員各位におかれましては、長時間、慎重なる

審査をいただきまして、まことにありがとうござ

います。 

 なお、本会議における委員長の報告につきまし

ては、私に御一任いただきますようにお願いを申

し上げます。 

 これをもちまして、平成30年度予算審査特別委

員会を閉会いたします。お疲れさまでした。 

午後０時 閉会 

（了） 
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